
　

海
中
に
そ
び
え
立
つ
厳
島
神
社
の
丹に

ぬ塗
り
の
大
鳥
居
は
、
宮
島
の

シ
ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。
こ
の
大
鳥
居
は
高
さ
約
一
六
メ
ー
ト
ル

で
、
樹
齢
四
百
年
前
後
の
楠
の
自
然
木
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

厳
島
神
社
の
鳥
居
が
文
献
上
で
始
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
平
清

盛
の
援
助
を
得
て
、
佐さ

伯え
き

景か
げ
ひ
ろ弘
が
現
在
の
海
上
社
殿
を
造
営
し
た
仁

安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
数
十
年
か
ら
百
五
十
年

の
間
隔
で
建
て
替
え
ら
れ
、
現
在
の
も
の
は
八
代
目
で
、
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
の
建
立
か
ら
今
年
は
一
三
七
年
に
な
り
ま
す
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
の
台
風
で
大
鳥
居
は
柱
が
傾
き
、
屋
根
が
吹

き
落
ち
る
な
ど
の
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
神
社
の
造
営
修
理

を
担
当
す
る
大だ
い
が
ん願
寺じ

住
職
亮
学
の
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）「
厳
島
大
明

神
大
鳥
居
再
興
造
立
交
名
帖
序
」（
右
上
）
に
よ
る
と
、
そ
の
再
建

援
助
を
広
島
藩
へ
依
頼
し
ま
し
た
が
、
財
政
難
の
藩
は
「
当
国
の
貴

賎
男
女
に
補
助
を
乞
う
よ
う
に
」
と
指
示
し
た
た
め
、
領
民
か
ら
寄

付
を
募
り
、
賀
茂
郡
だ
け
で
も
銀
五
貫
六
一
七
匁
余
を
集
め
て
い
ま

す
。
こ
う
し
て
元
治
元
年（
一
八
六
四
）に
日
向
国
か
ら
楠
一
本
を
購
入
、

運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

も
う
一
本
の
柱
の
調
達
は
困
難
を
極
め
ま
し
た
。
楠
は
な
か
な
か

見
つ
か
ら
ず
、
讃
岐
国
で
見
つ
か
っ
た
楠
は
幹
の
長
さ
も
周
囲
も
足

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
に
島
内
の
楠
で
根
継
ぎ
を
し
て
使
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
資
金
面
で
は
、
明
治
政
府
教
部
省
に
再
建
を
伺

い
出
た
と
こ
ろ
、「
地
方
の
こ
こ
ろ
に
ま
か
す
」
と
い
う
回
答
で
、
政

府
か
ら
の
経
費
支
出
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
広
島
県
令

の
協
力
を
得
て
ま
た
寄
付
金
を
募
る
こ
と
に
な
り
、
県
内
各
地
に
奉ほ
う

加が

帳ち
ょ
うが
廻
さ
れ
ま
し
た
。
左
上
は
明
治
七
年
に
第
八
大
区
（
賀
茂
郡
）

吉
川
村
の
寄
付
金
人
別
帳
で
、
村
民
二
六
七
名
が
わ
ず
か
ず
つ
お
金

を
出
し
合
っ
て
八
円
二
二
銭
余
を
集
め
て
い
ま
す
。
現
在
の
大
鳥
居

は
県
民
の
寄
付
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　

参
考
文
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史
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新
字
体
と
旧
字
体

　

漢
字
の
字
体
に
は
新
字
体
と
旧
字
体
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
国
」
と

「
國
」、「
学
」
と
「
學
」、「
読
」
と
「
讀
」
と

い
う
字
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
新
字
体
、
後

者
が
旧
字
体
と
呼
ば
れ
る
字
体
で
す
。
旧
字
体

は
主
に
戦
前
の
印
刷
活
字
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
い
た
字
体
で
す
。
新
字
体
は
、
現
在
使
用
さ

れ
て
い
る
字
体
で
す
が
、
こ
れ
は
一
九
四
六
年

の
「
当
用
漢
字
表
」
の
告
示
と
一
九
四
九
年
の

「
当
用
漢
字
字
体
表
」
に
よ
っ
て
活
字
で
も
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
現
在
の
「
常

用
漢
字
表
」
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
こ
の
字
体
は
戦
前
に
お
い
て
も
手
書
き
の

場
合
に
使
用
さ
れ
て
い
た
字
体
を
採
用
し
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
新
字
体
に
は
、
戦

前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
略
字
体
が
採
用
さ
れ
た

の
で
す
。

「
広
」
字
の
特
殊
性

　

新
字
体
は
、
戦
前
に
手
書
き
の
場
合
に
使
用

さ
れ
て
い
た
字
体
で
す
か
ら
、
そ
の
多
く
は
戦

前
の
資
料
に
字
体
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
れ
ば
か
り
か
江
戸
時
代
の
資
料
に
字
体

を
確
認
で
き
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
国
」「
学
」「
読
」

と
い
う
字
体
は
す
べ
て
江
戸
時
代
の
新
井
白
石

『
同
文
通
考
』
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

新
字
体
に
は
、
江
戸
時
代
の
資
料
に
見
ら
れ
る

字
体
も
多
い
の
で
す
。

　

し
か
し
中
に
は
戦
前
ま
で
の
資
料
に
字
体
を

確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
字
体
は
新
字
体
の
中
で
も
ご
く
僅

か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
漢
字
の

例
と
し
て
「
広
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
広
」

と
い
う
字
体
は
非
常
に
身
近
な
字
体
で
す
が
、

他
の
新
字
体
と
は
異
な
り
、
い
つ
か
ら
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
字
体
な
の
か
、
あ
ま
り

は
っ
き
り
し
な
い
字
体
な
の
で
す
。
こ
れ
ま
で

は
、
大
正
時
代
の
学
生
の
ノ
ー
ト
が
起
源
だ
ろ

う
と
い
う
推
測
や
、
広
島
の
原
爆
資
料
館
の
展

示
物
な
ど
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
近
代
以
降
生

ま
れ
た
字
体
だ
ろ
う
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

「
広
」
字
の
出
現
時
期

　

そ
れ
で
は
、「
広
」
と
い
う
字
体
は
い
つ
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
た
か
、
明
ら
か
に
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。「
広
」
と
い

う
字
体
は
「
広
島
」
と
い
う
地
名
で
多
く
使
用

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
広
島
県
の
文
書
を
調
査
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
広
」
と
い
う
字
体
が
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
を
明
ら
か
に
で

き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
広
島
県

立
文
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
を
見
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
旧
深
安
郡
山
野

村
（
現
福
山
市
）
の
行
政
文
書
で
あ
る
明
治
20

～
30
年
の
「
寄
留
届
」
を
見
て
み
る
と
、
当
然

の
よ
う
に
、図
１
、２
に
示
す
よ
う
な
、「
廣
島
」

と
い
う
表
記
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
一
部
資
料
に
、
図
３
の
よ

う
に
「
広
」
と
い
う
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

「
広
」
と
い
う
字
体
が
見
ら
れ
た
資
料
は
明
治

24
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
戦
前
の
資
料
に
は
使
用
例
を
見
出

す
こ
と
が
難
し
か
っ
た
「
広
」
と
い
う
字
体
が
、

広
島
の
手
書
き
文
書
で
は
明
治
20
年
代
か
ら
使

用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
旧
山
野
村
行
政
文
書
を

調
査
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
１
で

す
。

　

表
１
か
ら
、
圧
倒
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の

は
「
廣
」
と
い
う
字
体
で
あ
る
も
の
の
、「
広
」

と
い
う
字
体
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。「
広
」
の
最
古
例
は
明
治
24
年
で
あ
り
、

そ
の
後
も
大
正
・
昭
和
に
亘
っ
て
「
広
」
と
い

う
字
体
は
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
旧
山

野
村
行
政
文
書
に
旧
字
体
の
「
廣
」
字
を
使
用

し
た
表
記
が
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、
調
査
し
た

資
料
が
「
寄
留
届
」
と
い
う
役
所
に
提
出
す
る

類
の
書
類
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
字
と
さ
れ
て

い
る「
廣
」と
い
う
字
体
が
選
択
さ
れ
や
す
か
っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
漢
字
字
体
の
研
究
で
は
、
明
治

以
降
の
研
究
は
少
な
く
、
な
か
で
も
こ
の
よ
う

な
近
代
の
手
書
き
文
書
を
利
用
し
た
研
究
は
あ

ま
り
行
わ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

近
代
の
漢
字
字
体
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い

漢
字
字
体
史
研
究
と
文
書
資
料

─
「
広
」
と
い
う
字
体
は
、
い
つ
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

東
北
大
学
大
学
院　

山 

下  

真 

里

図 1. 明治 24 年寄留届図 2. 明治 25 年寄留届

図 3. 明治 24 年寄留届
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「
鑛
」
と
い
う
漢
字
の
略
字
体
に
は
、「

」

や
「

」、「
鈜
」、「
鋐
」
と
い
う
字
体
も
見

ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
鑛
」
に
は
略
字
体

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
に
見
ら
れ
た
の
で

す
。
一
方
「
広
」
と
い
う
字
体
に
は
、「
廣
」

と
「
広
」
以
外
に
略
字
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
仮
に
、「
広
」
と

い
う
字
体
の
影
響
を
受
け
て
「
鉱
」
と
い
う
字

体
が
成
立
し
た
の
な
ら
ば
、「
鉱
」
と
い
う
漢

字
の
略
字
体
は
一
様
に
「
鉱
」
と
い
う
字
体
が

見
ら
れ
、
多
様
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
見
ら
れ

な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、「
鉱
」

と
い
う
漢
字
に
は
多
く
の
略
字
体
が
見
ら
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
広
」
と
い
う
漢
字
の
略

字
体
は
一
様
に
「
広
」
と
い
う
字
体
で
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
鉱
」
と
い
う
字
体
の
影

響
に
よ
っ
て
「
広
」
と
い
う
字
体
が
生
ま
れ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

エ
ー
シ
ョ
ン
と
②
「
鉱
」
と
い
う
字
体
の
出
現

背
景
の
2
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

①
字
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　

ま
ず
、
字
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観

点
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
略
字
体
「
鉱
」

も
、
江
戸
時
代
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の

で
、
最
も
早
い
使
用
例
は
明
治
22
年
の
資
料
に

見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、「
鉱
」
は
、
確
認
し

て
い
る
限
り
で
は
、「
広
」
よ
り
も
古
く
か
ら

あ
る
よ
う
な
の
で
す
。
広
島
県
立
文
書
館
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
鉱
山
に
関
す
る
文
書
を
調
査
す

る
と
、「
鉱
」
と
い
う
字
体
は
大
正
時
代
か
ら

見
ら
れ
ま
す
し
（
図
4
参
照
）、
ま
た
日
立
鉱

山
（
茨
城
県
日
立
市
）、
鹿
折
金
山
（
宮
城
県

気
仙
沼
市
）、
細
倉
鉱
山
（
宮
城
県
栗
原
市
）、

小
坂
鉱
山
（
秋
田
県
小
坂
町
）
と
い
っ
た
鉱
山

の
手
書
き
の
文
書
に
お
い
て
は
明
治
20
～
30
年

代
か
ら
見
ら
れ
る
字
体
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の

す
か
ら
、「
鑛
」
の
「
廣
」
の
部
分
を
「
広
」
と

し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
黃
」→「
ム
」

の
よ
う
に
全
く
異
な
る
部
分
に
置
き
換
え
て
略

字
体
を
造
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、「
広
」
と

「
鉱
」
は
、
無
関
係
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
の

漢
字
が
先
に
成
立
し
、
そ
の
後
、
ど
ち
ら
か
の

漢
字
に
影
響
を
与
え
て
成
立
し
た
字
体
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、「
広
」
と
い
う

字
体
が
成
立
し
た
後
、「
鉱
」
と
い
う
字
体
が
生

ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
鉱
」
と

い
う
字
体
が
成
立
し
た
後
、
そ
の
影
響
を
受
け

て
「
広
」
と
い
う
字
体
が
成
立
し
た
の
で
し
ょ

う
か
。
普
通
に
考
え
る
と
前
者
の
よ
う
に
思
え

ま
す
が
、
私
は
、
先
に
「
鉱
」
と
い
う
字
体
が

生
ま
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
「
広
」
と
い
う

略
字
体
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
字
体
の
バ
リ

く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
類
を
調
査
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

「
広
」
と
い
う
字
体
の
出
現
要
因

　
「
広
」
は
「
廣
」
と
い
う
字
体
の
「
黃
」
と

い
う
部
分
を
「
ム
」
と
省
略
し
た
字
体
で
す
が
、

「
黃
」
と
「
ム
」
は
全
く
異
な
る
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
全
く
異
な
る
部
分
に
置
き
換
え

て
略
字
体
を
造
る
こ
と
は
珍
し
い
の
で
す
が
、

で
は
こ
の
よ
う
な
「
広
」
と
い
う
字
体
の
出
現

要
因
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
広
」

と
い
う
部
分
を
も
つ
漢
字
「
鉱
」
と
い
う
字
に

つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。「
鉱
」

と
い
う
字
体
は
、「
鑛
」
と
い
う
字
体
の
略
字
で

図 4 . 上半期金谷鉱山損益計算書・貸借対照表
（広島県立文書館蔵・八田家文書）

※探鉱費・採鉱費・撰鉱費・鉱石代という語に
　おいて「鉱」という字体が使用されている。

資料名 年　　代 廣 広

生死相続・
送入寄留［　］願・届綴込 明治 9 年 1876 15

人民諸願届 明治 22 年 1889 4

寄留届 明治 20 年 1887 14

明治 21 年 1888 13

明治 22 年 1889 2

明治 23 年 1890 20

明治 24 年 1891 9 1

明治 25 年 1892 11

明治 26 年 1893 9

明治 27 年 1894 8

明治 28 年 1895 8 2

明治 29 年 1896 54 12

明治 30 年 1897 63 5

不　　明 10

寄留届書綴 大正 5 年 1916 1

大正 6 年 1917 84 10

大正 11 年 1922 6 1

寄留届書綴 大正 11 年 1922 98 13

人民願届書綴 昭和 17 年 1942 52 1

寄留届書綴 昭和 19 年 1944 204 15

合計 685 60

表 1 . 山野村行政文書に見られた「廣」の漢字
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当
館
職
員
一
名
増
員
）。
資
料
は
濡
れ
て
か
ら

四
八
時
間
以
内
に
乾
燥
さ
せ
な
い
と
、
カ
ビ
が

生
じ
て
資
料
が
損
傷
す
る
の
で
、
緊
急
に
乾
燥

作
業
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
濡
れ
た
の

は
帳
面
資
料
と
絵
図
が
中
心
で
、
完
全
に
乾
燥

す
る
ま
で
に
は
一
～
二
週
間
程
度
を
要
す
る

た
め
、
ま
ず
絵
図
を
広
げ
る
場
所
を
確
保
し
ま

し
た
。
次
に
古
新
聞
や
不
織
布
、
扇
風
機
な
ど

を
準
備
し
て
い
た
だ
い
て
絵
図
を
広
げ
、
帳
面

に
は
間あ
い

紙し

を
挟
ん
で
水
分
を
吸
収
さ
せ
る
作

業
を
図
書
館
の
職
員
等
と
一
緒
に
行
い
ま
し

た
。
対
応
が
早
く
、
何
と
か
カ
ビ
の
発
生
を
防

ぐ
こ
と
は
で
き
ま
し
た
。

　

当
館
で
も
、
平
成
二
十
一
年
八
月
に
中
間
書

庫
が
雨
漏
り
し
て
段
ボ
ー
ル
一
九
箱
分
の
行

政
文
書
が
水
に
濡
れ
、
一
部
に
カ
ビ
が
発
生
す

る
と
い
う
事
故
を
経
験
し
ま
し
た
。
水
に
濡
れ

た
文
書
は
大
量
で
し
た
の
で
、
全
職
員
が
総
出

で
乾
燥
作
業
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
の
図
書
館

の
事
故
で
も
、
そ
の
処
置
の
経
験
が
生
き
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
五
日
、
当
館
と
広
島

大
学
文
書
館
と
は
、
被
災
し
た
場
合
に
は
相
互

に
職
員
を
派
遣
し
た
り
、
一
時
的
に
資
料
を
受

け
入
れ
た
り
す
る
と
い
う
内
容
の
協
定
を
結

び
ま
し
た
。
県
内
自
治
体
の
資
料
館
や
、
民
間

で
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
が
被
災
し
た
場
合

で
も
、
そ
の
レ
ス
キ
ュ
ー
や
修
復
作
業
を
援
助

し
ま
す
の
で
、
雨
漏
り
や
水
害
な
ど
の
事
故
で

資
料
が
濡
れ
る
な
ど
し
た
場
合
は
、
で
き
る
だ

け
早
急
に
当
館
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
西
村 

晃
）

　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た

東
日
本
大
震
災
で
は
、
一
万
五
千
人
を
越

す
方
々
が
亡
く
な
ら
れ
（
行
方
不
明
も
約

三
千
五
百
人
）、
さ
ら
に
直
後
の
原
発
事
故
も

重
な
り
、
多
く
の
方
々
が
未
だ
に
先
の
見
え
な

い
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
甚

大
な
被
害
を
受
け
ら
れ
た
被
災
地
の
皆
様
に

心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
の
大
震
災
で
は
、
大
津
波
に
よ

り
多
く
の
指
定
文
化
財
だ
け
で
な
く
、
膨
大
な

民
間
の
未
指
定
古
文
書
や
、
市
町
村
の
行
政
文

書
が
濡
れ
て
カ
ビ
が
生
じ
る
な
ど
の
被
害
が
出

ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
救
出
し
て
乾
か
し
、
元
通

り
に
す
る
レ
ス
キ
ュ
ー
の
た
め
に
、
多
く
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
現
地
で
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
災
害
に
限
ら
ず
、
想
定
外
の
災

害
は
身
近
な
場
所
に
も
潜
ん
で
い
ま
す
。
そ
の

例
が
平
成
二
十
三
年
五
月
十
二
日
に
発
生
し

た
広
島
市
立
中
央
図
書
館
「
浅
野
文
庫
」
の
雨

漏
り
事
故
で
す
。

　

同
日
の
午
前
九
時
半
ご
ろ
、
図
書
館
か
ら
当

館
へ
連
絡
が
入
り
、
文
書
レ
ス
キ
ュ
ー
を
支
援

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
広
島
歴
史
資
料
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」（
広
島
史
料
ネ
ッ
ト
）
代
表
の
久

保
隆
史
氏
（
久
保
清
風
堂
）
へ
も
支
援
を
要
請

し
、
当
館
で
常
備
し
て
い
る
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル

や
消
毒
用
エ
タ
ノ
ー
ル
、
マ
ス
ク
な
ど
を
携
帯

し
て
図
書
館
へ
急
行
し
ま
し
た
（
午
後
か
ら

り
、「
鉱
」
と
い
う
漢
字
の
よ
う
に
、
明
治
以

降
に
急
に
使
用
頻
度
が
高
く
な
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
「
鉱
」
と

い
う
漢
字
の
よ
う
に
、
明
治
以
降
に
略
字
体
が

出
現
す
る
必
要
性
は
な
い
わ
け
で
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
鉱
」
と
い
う
字
体
が

生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
、

同
じ
部
分
を
持
つ
漢
字
で
あ
る
「
広
」
と
い
う

字
体
が
生
ま
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
「
広
」
と
い
う
字
体
は
、
い
つ
か

ら
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
字
体

で
し
た
が
、
手
書
き
の
文
書
を
見
て
い
く
こ
と

で
、
字
体
の
出
現
時
期
や
出
現
要
因
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。「
広
」
は
明
治
以
降
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
字
体
で
あ
り
、
同
じ
部
分

を
持
つ
漢
字
で
あ
る
「
鉱
」
と
い
う
字
体
の
影

響
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
字
体
だ
っ
た
の
で
す
。

　

漢
字
は
私
た
ち
の
生
活
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
す
が
、「
広
」
と
い
う
字
体
の
例

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
は
未
だ
に

明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
漢
字
の
字
体
の
歴
史
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
今
回
調
査
を
行
っ
た

よ
う
な
手
書
き
の
文
書
を
調
べ
る
こ
と
が
不

可
欠
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
文
書
館
の
資
料

は
漢
字
の
字
体
の
歴
史
を
教
え
て
く
れ
る
貴

重
な
資
料
だ
と
い
え
る
の
で
す
。

②
略
字
体
の
出
現
背
景

　

次
に
略
字
体
の
出
現
背
景
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
鉱
」
と
い
う
漢
字
は
、
明
治
以
降
に
非
常

に
多
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
漢
字
で

す
。「
鉱
」
は
、「
鉱
山
」「
鉱
物
」「
鉱
石
」
な

ど
の
熟
語
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
漢
字

で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
熟
語
は
い
ず
れ
も
幕

末
・
明
治
期
に
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。「
鉱
」

と
い
う
漢
字
は
、
こ
の
よ
う
な
「
鉱
」
を
含

む
語
が
幕
末
・
明
治
以
降
増
加
し
た
こ
と
に
よ

り
、
多
く
使
用
さ
れ
る
漢
字
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
背
景
に
は
、
近
代
化
に
伴
う
鉱
業
の
興
隆

が
あ
り
ま
す
。
鉱
業
が
発
達
し
た
こ
と
で
、
鉱

山
関
係
の
語
彙
が
大
量
に
必
要
に
な
っ
た
結

果
、「
鉱
」
と
い
う
漢
字
を
含
む
語
が
多
く
造

ら
れ
、
特
に
鉱
山
関
係
者
に
よ
っ
て
頻
繁
に
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が

「
鉱
」
の
旧
字
体
で
あ
る
「
鑛
」
と
い
う
字
体

は
画
数
が
23
画
も
あ
る
複
雑
な
漢
字
で
す
。
日

常
的
に
使
用
さ
れ
る
漢
字
で
、
画
数
の
多
い
漢

字
は
略
字
が
造
ら
れ
、
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と

か
ら
、「
鑛
」
と
い
う
漢
字
に
対
し
て
も
「
鉱
」

と
い
う
略
字
体
が
造
ら
れ
、
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
鉱
」

と
い
う
字
体
は
、
明
治
以
降
の
鉱
業
の
興
隆
を

背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
字
体
で
あ
り
、
そ
の
た

め
、
明
治
以
降
に
略
字
体
が
出
現
す
る
必
要
性

が
あ
っ
た
字
体
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

一
方
、「
廣
」
と
い
う
漢
字
は
長
年
に
亘
り
、

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
漢
字
で
し
た
。
古
代

か
ら
使
用
頻
度
も
あ
る
程
度
高
い
漢
字
で
あ

《
文
書
館
の
仕
事
⑭
》

  

災
害
時
の
資
料
レ
ス
キ
ュ
ー
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七　

公
用
文
の
書
式　

指
令
書
、
往
復
文
、
証

　

明
書
、
賞
状
・
表
彰
状
な
ど
の
記
載
例

八　

公
印　

現
在
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
い
、

　

改
刻
す
る
と
き
に
左
書
き
に
改
め
る
。

九　

文
書
の
と
じ
方
及
び
フ
ァ
イ
ル
の
仕
方

十　

封
筒
及
び
そ
の
書
式

十
一　

は
が
き
及
び
そ
の
書
式

広
島
県
の
区
切
り
符
号
「 

，」（
コ
ン
マ
）

　

現
在
、
広
島
県
の
公
用
文
の
区
切
り
符
号

は
、「 

，」（
コ
ン
マ
）
を
使
用
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「 

，」
を
使
用
す
る
と

初
め
て
定
め
ら
れ
た
の
は
、
公
用
文
の
左
横
書

き
の
実
施
要
領
の
別
紙
十
「
公
用
文
の
用
字
、

用
語
な
ど
」
の
説
明
文
に
お
い
て
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、「 

，」
を
使
用
す
る
場
合
は
、

整
数
の
三
桁
ご
と
に
区
切
り
及
び
一
つ
の
文
の

中
で
言
葉
の
切
れ
続
き
を
明
ら
か
に
す
る
必
要

の
あ
る
と
こ
ろ
に
用
い
る
。
用
い
方
は
、
縦
書

き
の
場
合
の
「 

、」（
テ
ン
）
と
同
じ
で
あ
る
。

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
行
の
「
公
用
文
に
関

す
る
規
程
」（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
訓
令
第

一
号
）
に
も
「 

，」
を
使
用
す
る
こ
と
が
踏
襲

さ
れ
て
い
ま
す
。

文
書
事
務
取
扱
主
任
へ
の
説
明
会
の
実
施

　

昭
和
三
十
五
年
九
月
二
十
日
に
本
庁
、
福
山

地
方
事
務
所
、
三
次
地
方
事
務
所
の
三
箇
所

で
、
公
用
文
の
左
横
書
き
の
実
施
に
関
す
る
説

明
会
が
開
催
さ
れ
、
本
庁
及
び
地
方
機
関
の
文

書
事
務
取
扱
主
任
を
対
象
に
、「
公
用
文
の
左

横
書
き
の
実
施
要
領
」が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

左
上
の
写
真
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
十
九

日
付
け
で
総
務
部
長
か
ら
各
部
長
及
び
各
出
先

機
関
の
長
宛
に
発
出
さ
れ
た
「
公
用
文
の
左
横

書
き
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
依
命
通
達
と
「
公

用
文
の
左
横
書
き
の
実
施
要
領
」
で
す
。

「
公
用
文
の
左
横
書
き
の
実
施
要
領
」

　

公
用
文
の
左
横
書
き
の
実
施
要
領
に
は
、
次

の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

一　

趣
旨　

広
島
県
の
公
用
文
の
左
横
書
き
の

実
施
に
つ
い
て
は
、「
公
用
文
に
関
す
る

規
程
」（
昭
和
三
十
四
年
広
島
県
訓
令
第

二
十
五
号
）
及
び
「
広
島
県
文
書
事
務
処
理

規
程
」（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
訓
令
第
四

号
）
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

二　

実
施
の
期
日　

昭
和
三
十
五
年
十
月
一
日

三　

実
施
の
範
囲　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

公
用
文
。
条
例
、
規
則
、
訓
令
そ
の
他
規
程

の
形
式
を
と
る
公
用
文
並
び
に
告
示
及
び

公
告
。
法
令
な
ど
規
定
に
よ
っ
て
縦
書
き
と

定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。
他
の
官
公
庁
で
様

式
を
縦
書
き
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
。
賞

状
、
感
謝
状
、
祝
辞
、
弔
辞
。
そ
の
他
総
務

課
長
が
縦
書
き
を
適
当
と
認
め
た
も
の
。

四　

用
紙　

本
庁
起
案
用
紙
甲
、
地
方
機
関

起
案
用
紙
乙
、
第
一
号
用
紙
、
第
二
号
用
紙
、

（
Ｂ
４
）
複
写
第
一
号
用
紙
、
複
写
第
二
号

用
紙（
Ｂ
４
）タ
イ
プ
第
一
号
用
紙
タ
イ
プ
、

第
二
号
用
紙
（
Ｂ
４
）

五　

起
案
用
紙
の
記
入
方
法

六　

公
用
文
の
用
字
、
用
語
な
ど

加
速
さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
三
十
五
年
五
月
三
十
日
現
在
で
は
、
全

国
四
十
六
都
道
府
県
の
う
ち
三
十
七
都
府
県

（
八
十
％
）
が
既
に
左
横
書
き
を
実
施
し
て
お

り
、
未
実
施
は
、
北
海
道
、
青
森
県
、
山
梨
県
、

三
重
県
、
大
阪
府
、
和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
広

島
県
、
愛
媛
県
の
九
県
と
、
早
急
に
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
情
勢
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

広
島
県
の
公
用
文
の
左
横
書
き
の
実
施

　

前
述
の
情
況
か
ら
、
広
島
県
の
公
用
文
の
左

横
書
き
は
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

広
島
県
庁
の
書
庫
か
ら
文
書
館
に
移
管
さ

れ
た
営
繕
課
の
法
規
例
規
（
広
島
県
行
政
文
書

S01-2009-313
）
の
中
に
、
左
横
書
き
の
実
施

が
う
か
が
え
る
行
政
文
書
が
あ
り
ま
し
た
。

公
用
文
の
横
書
き
化
へ
の
動
き

　

公
用
文
が
縦
書
き
か
ら
横
書
き
に
な
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
七
年
七
月
十
七
日
に

国
語
審
議
会
が
日
本
語
の
左
横
書
き
を
定
め

た
「
国
語
ノ
横
書
ニ
関
ス
ル
件
」
を
議
決
し
文

部
大
臣
に
答
申
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
時
は
横
書
き
が
欧
米
的
な
性
格
が

強
い
と
の
世
論
の
反
対
が
起
こ
っ
た
た
め
閣

議
決
定
が
見
送
ら
れ
、
横
書
き
が
実
施
に
移
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
格
的
に
横
書
き
化
へ
の
動
き
が
始
ま
っ

た
の
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
五
日
付
け
で
内

閣
官
房
長
官
か
ら
各
省
庁
大
臣
宛
に
発
出
さ

れ
た
「
公
用
文
作
成
の
基
準
に
つ
い
て
」
の
依

命
通
達
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

そ
の
中
で
、「
一
定
の
猶
予
期
間
を
定
め
て
、

な
る
べ
く
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
左
横
書
き

と
す
る
。」
と
通
知
さ
れ
、
同
年
九
月
一
日
に

文
部
省
が
実
施
し
た
の
を
初
め
と
し
て
、
省
庁

ご
と
に
期
日
を
定
め
て
文
書
が
横
書
き
に
移

行
し
て
き
た
よ
う
で
す
。

　

一
方
、
地
方
自
治
体
は
、
東
京
都
の
よ
う
に

昭
和
二
十
五
年
四
月
に
横
書
き
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
約
十
年

後
の
昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
自
治
庁

（
後
の
自
治
省
）
が
横
書
き
を
実
施
し
た
の
を

契
機
に
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
に
か
け
て
、
地

方
自
治
体
の
公
用
文
の
左
横
書
き
が
一
気
に

収
蔵
文
書
の
紹
介

広
島
県
の
公
用
文
の
左
横
書
き
化

収
蔵
文
書
の
紹
介

広
島
県
の
公
用
文
の
左
横
書
き
化
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平
成
六
年
の
第
12
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
開
催

等
に
当
た
り
ま
し
た
。
平
成
七
年
に
は
、
新
長

期
総
合
計
画
「
ひ
ろ
し
ま
・
新
た
な
る
躍
進
へ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
策
定
さ
れ
、「
多
彩
な
豊

か
さ
と
活
力
の
創
造
～
日
本
で
一
番
住
み
や

す
い
生
活
県
を
目
指
し
て
」
を
、
県
政
の
基
本

目
標
と
し
て
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
た
諸
課
題

に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
三
十
年
間
の
県

政
の
推
移
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
当
該
期
に

お
け
る
県
内
の
大
き
な
出
来
事
や
県
民
生
活

の
様
子
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
す
。
展
示
を
通

し
て
、
県
政
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　

 （
荒
木
清
二
）

（
一
九
七
七
）に
策
定
さ
れ
た
広
島
県
新
長
期
総
合

計
画
は
、
副
題
を
「
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

め
ざ
し
て
」
と
し
、「
連
帯
と
活
力
に
み
ち
た

地
域
社
会
の
形
成
」
を
県
政
の
基
本
目
標
と
し

ま
し
た
。
同
年
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
振
興
課

が
新
設
さ
れ
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
失
わ

れ
た
地
域
社
会
の
連
帯
性
を
取
り
戻
し
、
心
の

触
れ
合
う
近
隣
社
会
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
指

し
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年（
一
九
八
一
）に
は
、
竹
下
虎
之

助
知
事
が
就
任
し
、
全
国
に
先
駆
け
て
行
財
政

改
革
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
県
勢
の
活
性
化

に
向
け
て
、
社
会
資
本
の
整
備
や
産
業
構
造
の

高
度
化
・
多
角
化
な
ど
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

昭
和
六
十
一
年
に
は
、
新
た
な
長
期
総
合
計
画

「
21
世
紀
へ
の
道　

広
島
県
発
展
計
画
」
を
策

定
し
、「
活
力
と
個
性
豊
か
な
21
世
紀
広
島
の

創
造
」
を
基
本
目
標
と
し
て
、
積
極
的
な
施
策

を
展
開
し
ま
し
た
。

　

時
代
が
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
移
り
変
わ
り
、

空
前
の
バ
ブ
ル
景
気
に
沸
い
た
こ
の
時
期
に

は
、
新
広
島
空
港
、
山
陽
自
動
車
道
、
中
国
横

断
自
動
車
道
等
の
高
速
交
通
網
の
整
備
が
進
め

ら
れ
、
大
型
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「Sun Sun

ひ
ろ
し
ま
」
や
、「
'89
海
と
島
の
博
覧
会
・
ひ

ろ
し
ま
」
等
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
県
立
歴
史

博
物
館
や
、
県
情
報
プ
ラ
ザ
な
ど
の
文
化
施
設

が
整
備
さ
れ
、
中
国
四
川
省
と
の
友
好
提
携
を

は
じ
め
と
す
る
積
極
的
な
国
際
交
流
が
推
進
さ

れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
し
た
。

　

平
成
五
年（
一
九
九
三
）に
は
、
藤
田
雄
山
知
事

が
就
任
し
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
経
済
対
策
や
、

　

広
島
県
立
文
書
館
で
は
、
昭
和
四
十
年
代
以

降
の
広
島
県
政
に
係
る
広
報
写
真
約
七
万
五
千

点
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
写
真
は
、

広
島
県
の
広
報
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、
当
館
で
は
、
平
成
二
十
二
～
二
十
三
年
度

に
、
広
島
県
緊
急
雇
用
対
策
基
金
事
業
と
し

て
、そ
の
整
理
と
デ
ジ
タ
ル
化
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
収
蔵
文
書
展
「
広
報
資
料
か
ら
み
た

広
島
県
政
の
歩
み
―
一
九
七
〇
～
二
〇
〇
〇

―
」
で
は
、
こ
の
度
整
理
し
た
広
報
写
真
の
一

部
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
広
島
県
が
広
報
等

の
目
的
で
刊
行
し
た
各
種
の
行
政
資
料
を
併
せ

て
展
示
し
、
昭
和
四
十
五
年（
一
九
七
〇
）か
ら
平

成
十
二
年（
二
〇
〇
〇
）に
至
る
県
政
の
歩
み
を
跡

付
け
ま
す
。

　

昭
和
四
十
八
年（
一
九
七
三
）の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
を
契
機
と
し
て
、
高
度
経
済
成
長
期
は
幕
を

閉
じ
、
安
定
成
長
の
時
代
に
入
り
ま
す
。
こ
の

年
、
広
島
県
で
は
、
三
期
十
二
年
務
め
た
永
野

嚴
雄
知
事
が
退
任
し
、
宮
澤
弘
知
事
が
就
任
し

ま
し
た
。
宮
澤
県
政
で
は
、
物
価
の
高
騰
や
不

況
に
苦
し
む
県
民
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
た
め

の
対
策
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
県
民
の
健

康
・
安
全
に
重
点
を
置
き
、
福
祉
保
健
施
策
の

拡
充
を
図
り
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
年
代
に
は
、「
地
方
の
時
代
」

が
喧け
ん
で
ん伝
さ
れ
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
二
年

文
書
関
係
規
程
の
一
部
改
正

　

昭
和
三
十
五
年
十
月
一
日
付
け
で
、
広
島
県

文
書
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県

訓
令
第
四
号
）
が
一
部
改
正
さ
れ
、
稟
議
書
か

ら
起
案
用
紙
甲
に
改
め
ら
れ
、
同
年
十
月
一

日
付
け
で
、
公
用
文
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

三
十
四
年
広
島
県
訓
令
第
二
十
五
号
）
が
一
部

改
正
さ
れ
、
関
係
規
程
の
整
備
と
と
も
に
、
公

用
文
の
左
横
書
き
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
　
〔
参
考
文
献　
「
公
用
文
作
成
の
要
領
」
フ

　
　

リ
ー
百
科
事
典
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
神
原
眞
一
）

《メモ》　左横書きの「，」と「、」
　公用文の中で横書き用読点を「，」とすることは，昭和 21年 3月
に，当時の文部省教科書局調査課国語調査室によって発表された「く
ぎり符号の使ひ方（句読法）」（案）の「主として横書きに用ひるもの」
の中で，「テンの代わりにコンマを用ひる」と定められたのが始ま
りである。
　昭和26年の第12回国語審議会総会において，審議決定された『公
用文作成の要領』に，「句読点は，横書きでは「，」及び「。」を用いる」
と記されている。さらに，同年 10 月 30 日付けで国語審議会長か
ら，時の内閣総理大臣と文部大臣に建議され，翌年の昭和 27年 4
月4日付けで内閣官房長官から各省庁次官宛に，『公用文作成の要領』
の周知徹底するよう依命通知が発出されている。
　公用文で横書きの場合は，本来「，」を用いるとされているので
あるが，一部省庁を除き，今日までこのルールはほとんど無視され
てきた。

広島市基町長寿園地区再開発事業（昭和46年1月31日）

《
収
蔵
文
書
展
に
よ
せ
て
》

広
報
資
料
か
ら
み
た
広
島
県
政
の
歩
み

《
収
蔵
文
書
展
に
よ
せ
て
》

広
報
資
料
か
ら
み
た
広
島
県
政
の
歩
み

―
一
九
七
〇
～
二
〇
〇
〇
―
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旧広島バスセンターと紙屋町交差点（昭和45年11月6日） 大竹市の石油化学コンビナート（昭和44年11月）

広島テクノプラザ落成（平成4年4月27日） 山陽新幹線岡山・博多間開業［広島駅での式典］
　　　　　　　　　　　　 （昭和50年3月10日）

建設中の新広島空港ターミナルビル（平成5年2月28日） 広島県民文化センターふくやまと福山市中心街
　　　　　　　　　　　　　  （平成3年9月9日）

第12回アジア競技大会［男子マラソン］（平成6年10月9日）

収蔵文書展　広報資料からみた広島県政の歩み
―1970 ～ 2000―

期　　間　平成24年3月26日（月）～ 6月9日（土）
場　　所　広島県立文書館展示室
関連行事　文書館講演会（収蔵文書展に関連した内容を予定）
期　　日　平成23年6月2日（土） 13:30～15:30
場　　所　広島県情報プラザ第一研修室
講　　師　荒木清二（当館主任研究員）
申　　込　電話・葉書・FAX又はEメールで
　　　　　〒730-0052  広島市中区千田町3-7-47 広島県立文書館
　　　　　TEL 082-245-8444　FAX 082-245-4541
　　　　　Eメール  monjokan＠pref.hiroshima.lg.jp
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（
寄
贈
、
二
〇
〇
五
一
七
）
一
点
、
高
山
等
資
料

（
二
〇
〇
二
〇
三
）
四
八
点
が
寄
贈
さ
れ
、
山
県

郡
加
計
村
・
井
上
家
文
書
（
二
〇
〇
七
〇
九
）

四
六
二
点
が
追
加
寄
託
さ
れ
た
。

5
月
24
日　

文
書
調
査
員
会
議

6
月
1
日　

中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ

　
　
　
　
　

ィ
ー
ク
（
～
7
日
）

6
月
4
日　

広
文
協
総
会

6
月
5
日　

文
書
館
講
演
会

6
月
12
日　

古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

6
月
16
日　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示
「
駐
留
軍
と

　
　
　
　
　

県
行
政
」

7
月
7
日　

文
書
館
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
決
定

7
月
17
日　

続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

9
月
6
日　

県
庁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
「
広
島
県

　
　
　
　
　

の
歴
史
絵
は
が
き
と
観
光
資
料
」

9
月
9
日　

県
庁
選
別
文
書
を
中
間
書
庫
に
搬
入

　
　
　
　
　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示
「
広
島
県
の

　
　
　
　
　

観
光
行
政
と
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」

11
月
19
日　

保
存
管
理
講
習
会

12
月
4
日　

芸
備
地
方
史
研
究
会
の
郷
土
史
講

　
　
　
　
　

座
を
後
援
（
～
5
月
）

1
月
5
日　

収
蔵
文
書
紹
介
展
示「
広
島
藩
に
お

　
　
　
　
　

け
る
民
衆
教
化
と
孝
子
奇
特
者
褒
賞
」

2
月
2
日　

広
文
協
研
修
会

2
月
25
日　

文
書
館
だ
よ
り
第
35
号
発
行

3
月
28
日　

収
蔵
文
書
展
「
激
動
の
時
代　

幕

　
　
　
　
　

末
維
新
の
広
島
と
古
文
書
」
開
始

3
月
31
日　

文
書
館
紀
要
第
11
号
発
行

一
四
九
点
。　

  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
四
）

宇
野
家
文
書
（
寄
贈
）

　

寄
贈
者
の
生
家
（
旧
美
作
国
勝し
ょ
う
ほ
く北
郡
東ひ
が
し
だ
に
し
も

谷
下

村
）
で
、
寺
子
屋
の
手
本
な
ど
と
し
て
使
用
し

た
庭て
い
き
ん
お
う
ら
い

訓
往
来
な
ど
の
往
来
本
一
二
点
。

　
　
　
　
　
　

  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
五
）

山
田
家
文
書
（
寄
贈
）

　

双
三
郡
君き
み

田た

村
泉い
ず
み
よ
し
だ

吉
田
（
現
三
次
市
君
田

町
）
の
山
田
家
に
あ
っ
た
六
曲
一
隻
の
屏
風
一

点
。「
広
島
縣
」「
鑛
山
科
」（
県
の
行
政
機
関
か
）

と
あ
る
下
張
り
文
書
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　

  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
六
）

井い

渕ぶ
ち

氏
旧
蔵
文
書
（
寄
贈
）

　

広
島
女
学
校
（
現
広
島
女
学
院
）
の
附
属

小
学
校
（
当
時
は
男
女
共
学
）
で
、
寄
贈
者
の

父
が
使
用
し
て
い
た
尋
常
小
学
国
語
読
本
な
ど

教
科
書
三
点
。  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
七
）

橋
本
家
襖
下
張
文
書
（
寄
託
）

　

芦
田
郡
河か
わ

佐さ

村
（
現
府
中
市
河
佐
町
）
の
橋

本
家
に
あ
っ
た
襖
一
点
。
襖
か
ら
は
明
治
期
の

新
聞
な
ど
の
下
張
り
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　

  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
八
）

植
田
家
文
書
（
寄
贈
）

　

世
羅
郡
東
大
田
村
（
現
世
羅
郡
世
羅
町
）
の

植
田
庄
助
氏
は
、
明
治
三
十
年
ご
ろ
に
世
羅
銀

行
の
設
立
に
関
わ
り
、
同
二
十
三
年
と
三
十
年

に
は
県
内
の
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
互
選
人

一
五
名
の
う
ち
の
一
人
と
な
っ
た
。
文
書
一
二
〇

点
は
明
治
期
の
同
氏
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。　
　

 （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
九
）

　

こ
の
ほ
か
、
佐
伯
郡
大
君
村
・
田
中
家
文
書

石
津
他た
に
と人
氏
収
集
資
料
（
寄
贈
）

　

石
津
氏
は
、大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
以
降
、

安
芸
郡
熊
野
・
温ぬ
く
し
な品
、
広
島
市
竹
屋
・
尾
長
小

学
校
な
ど
の
教
員
を
勤
め
た
。
資
料
は
そ
の
在

職
中
に
使
用
、
収
集
し
た
小
学
校
指
導
書
や
教

科
書
一
九
一
点
。（
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
一
）

堀
江
家
文
書
（
寄
託
）

　

堀
江
家
は
双ふ
た

三み

郡
布ふ
の野

村
下
布
野
（
現
三
次

市
布
野
町
下
布
野
）
の
知ち

は

や

ひ

め

波
夜
比
賣
神
社
の
神

主
で
あ
っ
た
。
文
書
は
、
神
社
関
係
以
外
の
刊

本
・
雑
誌
、
辞
令
（
他
姓
宛
て
）
な
ど
一
箱
。

　
　
　
　
　
　

  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
二
）

兒
玉
家
文
書
（
寄
贈
）

　

兒
玉
家
は
慶
長
年
間
の
初
代
甚
助
以
来
、
安

芸
郡
坂
村
横
浜
（
現
安
芸
郡
坂
町
）
に
居
住
し
、

二
代
以
降
は
、
江
戸
時
代
坂
村
の
庄
屋
・
組
頭

で
、幕
末
に
は
安
芸
郡
割
庄
屋
な
ど
も
勤
め
た
。

明
治
に
は
矢
野
村
・
坂
村
戸
長
や
、
初
代
坂
村

長
を
勤
め
た
。
天
保
年
間
以
降
の
同
村
庄
屋
文

書
、
割
庄
屋
の
幕
末
御
用
留
、
船
越
・
海
田
市

の
新
田
開
拓
関
係
、
町
村
制
施
行
時
の
職
務
引

継
目
録
、
明
治
の
坂
村
政
や
町
村
組
合
・
学
校

組
合
に
関
す
る
文
書
な
ど
四
九
三
点
。

　
　
　
　
　
　

  （
請
求
番
号
二
〇
一
〇
〇
三
）

藏
田
家
文
書
（
寄
贈
）

　

藏
田
家
は
文
政
年
間
以
降
、
賀
茂
郡
寺じ

け家
村

（
現
東
広
島
市
西
条
町
寺
家
）
や
米よ
ね
み
つ満
村
庄

屋
、
寺
家
村
戸
長
な
ど
を
勤
め
た
。
文
書
は
寺

家
村
・
原
飯
田
村
年
貢
免
状
や
和
書
類
な
ど

平
成
二
十
二
年
度
の
主
な
で
き
ご
と

平
成
二
十
二
年
度
の
主
な
で
き
ご
と

利
用
案
内

■
開
館
時
間

　

＊ 

月
～
金
曜
日 

9
時
～
17
時

　

＊ 

土
曜
日 

9
時
～
12
時

■
休
館
日

　

＊ 

日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日

　

＊ 

年
末
年
始（
12
月
28
日
～
1
月
4
日
）

■
交　
　

通

　

＊ 

広
島
駅
か
ら
バ
ス
（
ベ
イ
シ
テ
ィ
経

　
　

 

由
広
島
港
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
方
面
行

　
　

 

き
）
で
「
広
島
県
情
報
プ
ラ
ザ
前
」

　
　

 

下
車
、
又
は
路
面
電
車
（
紙
屋
町
経
由

　
　

 

広
島
港
行
き
）
で
広
電
本
社
前
下
車

　
　

 

約
五
〇
〇
m
、
県
情
報
プ
ラ
ザ
2
階

広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り　

第
三
十
六
号

平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
三
月
十
六
日
発
行

編
集
発
行　

広
島
県
立
文
書
館

　
　
　
　
　

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
―
四
七

電　
　

話　

〇
八
二
―
二
四
五
―
八
四
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
八
二
―
二
四
五
―
四
五
四
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　

http://w
w

w
.pref.hiroshim

a.lg.jp

　
　
　
　
　

/site/m
onjokan/

印　
　

刷　

サ
ン
ヨ
ー
メ
デ
ィ
ア
印
刷
株
式
会
社

平
成
二
十
二
年
度
に
収
集
し
た
古
文
書

平
成
二
十
二
年
度
に
収
集
し
た
古
文
書


